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●条例協議の流れ

～条例第２０条第１項に該当する建設行為を行う場合～

事前協議書 ・建設行為の計画の概要について、市（みどりまちづく

り部、上下水道局、消防本部、子ども未来創造局等）
と事前に協議

・正本１部、副本１部提出（随時受付）

建設行為協議申出書 ・正本１部、副本２４部提出（審査会適用外案件は１０部）
・提出のおおむね１４日前から標識を設置
・各月の月末締切（審査会適用外案件は随時受付）

※
箕面市地域建設行為 ・開発事務所管の所属室長を長とし、関係室長で構成

専門調査委員会 （月１回中旬に開催）
箕面市地域建設行為
※
箕面市地域建設行為審査会 ・副市長を長とし、関係部長で構成

（月１回下旬に開催）

協議事項通知書の発行 ・関係各室との協議事項の通知
（審査会適用外の場合は事前協議時の協議事項に基
づき協議）

関係室との詳細協議 ・関係各室との詳細協議、各室への書類提出

協議成立申出書 ・正本１部、副本１４部を提出
・各月の月末締切（審査会適用外の場合は随時受付）
・開発許可等申請書の仮受付

※
合同確認会 ・関係各室に対する協議結果の確認

（月１回中旬に開催）

※
最終承認審査会 ・大規模物件に関する最終確認

（月１回下旬に開催）

協議成立通知書の発行 ・都市計画法第３２条同意書を同時に発行

開発許可等申請書の受付 ・開発許可等申請書の本受付

※ 建設行為面積３，０００㎡以上又は延べ面積（容積対象面積）１，２００㎡以上の建

設行為等については、審査会適用物件となります。

◎開発許可手数料（１０，０００㎡以上については省略しています。）

・１，０００㎡未満 → １１０，０００円

・１，０００㎡以上３，０００㎡未満 → １７０，０００円

・３，０００㎡以上６，０００㎡未満 → ２５０，０００円

・６，０００㎡以上１０，０００㎡未満 → ３３０，０００円

・開発許可等不要証明 → ５，２００円
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●完了事務の流れ

～条例第２０条第１項に該当する建設行為の完了手続を行う場合～

＜開発＞工事完了届出書

現 場 検 査

＜開発＞検査済証の発行・工事完了公告

条例第２０条の２協議 → 建築確認申請

工事着手 → 工事完了

＜条例＞建設行為完了届
※宅地開発等の場合は、工事完了届出書と同時に提出してください。

現 場 検 査

＜条例＞検査結果通知書の発行

◎関係部局には、各部局の定める様式で完了届を提出し、それぞれ検査を受けてください。


